
温 泉 法 施 行 細 則 （ 平 成 八 年 東 京 都 規 則 第 六 十 八 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  
第 一 条 か ら 第 十 一 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 一 条 か ら 第 十 一 条 ま で （ 略 ）  

（ 委 任)  

第 十 二 条  こ の 規 則 に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に つ い て

必 要 な 事 項 は 、 知 事 が 別 に 定 め る 。  

（ 新 設 ）  

 

別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 四 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ） 別 記 第 一 号 様 式 か ら 第 四 号 様 式 ま で  （ 略 ）  
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第
１
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第
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第
１
１
条
第
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項
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い
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審
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づ
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第
１
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条
第
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項
 

第
１
１
条
第
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項
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お
い
て
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用
す
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第
７
条
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２
第
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の
規
定
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よ
り
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下
記
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と
お
り
 

第
１
４
条
の
２
第
１
項
 

第
１
４
条
の
７
第
１
項
 

第
１
５
条
第
１
項
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号
様
式
（
第
３
条
関
係
） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 七 号 様 式 及 び 第 七 号 様 式 の 二 （ 現 行 の と お り ）  第 七 号 様 式 及 び 第 七 号 様 式 の 二 （ 略 ）  
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３
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２
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４
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３
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い
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２
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４
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い
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第
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２
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第 七 号 様 式 の 四 か ら 第 七 号 様 式 の 十 一 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 七 号 様 式 の 四 か ら 第 七 号 様 式 の 十 一 ま で （ 略 ）  
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表
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６
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請
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氏
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年

 
 
月
 

 
日
付
け
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申
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あ
っ
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合
 
併
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割
 

相
 
続
 

  

に
よ
る
温
泉
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掘
 
 
 
削
 

増
 
 
 
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
 
 
 
取
 

利
 
 
 
用
 

掘
 
 
 
削
 

増
 
 
 
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
 
 
 
取
 

利
 
 
 
用
 

 

第
 
 
 
 
号
 

  

温
泉
 
 

 
 
 
 
 
 
 
許
可
承
継
承
認
書
 

   

(
申
請
者
住
所

) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
氏
名
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年

 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
 

 

 

合
 
併
 

分
 
割
 

相
 
続
 

  

に
よ
る
温
泉
の
 

 

 

掘
 
 
 
削
 

増
 
 
 
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
 
 
 
取
 

利
 
 
 
用
 

掘
 
 
 
削
 

増
 
 
 
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
 
 
 
取
 

利
 
 
 
用
 

 

第
７
号
様
式
の
１
３
(第

７
条
の
３
関
係
) 

第
 
 
 
 
号
 
 
 

温
泉
 
 

掘
削
 

増
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
取
 

利
用
 

 
許
可
承
継
不
承
認
通
知
書
 

(申
請
者
住
所

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(申
請
者
氏
名

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
温
泉
の
 

掘
削
 

増
掘
 

動
力

の
装

置
 

採
取
 

利
用
 

の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
 

承
継
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
理
由
で
承
認
で
き
な
い
の
で
、
温
泉
法

 

第
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
４
条
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項

 

第
１
４
条
の
４
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項

 

第
１
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

 

の
規
定
に
よ
り
、
通
知
し
ま
す
。

 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 
 
 
 
 
 

記
 

 １
 
許
可
年
月
日
及
び
番
号
 

 ２
 
名

称
 

３
 

掘
削
 

増
掘
 

動
力

の
装

置
 

採
取
 

利
用
 

 
場
所
 

第
７
号
様
式
の
１
３
(第

７
条
の
３
関
係
) 

第
 
 
 
 
号
 
 
 

温
泉
 
 

掘
削
 

増
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
取
 

利
用
 

 
許
可
承
継
不
承
認
通
知
書
 

(
申
請
者
住
所

)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(
申
請
者
氏
名

)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
温
泉
の
 

掘
削
 

増
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
取
 

利
用
 

の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
 

承
継
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
理
由
で
承
認
で
き
な
い
の
で
、
温
泉
法

 

第
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
４
条
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項

 

第
１
４
条
の
４
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項

 

第
１
６
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

第
１
７
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
第
２
項
 

 

の
規
定
に
よ
り
、
通
知
し
ま
す
。

 

  
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 
 
 
□印

 
 
 

記
 

 １
 
許
可
年
月
日
及
び
番
号
 

 ２
 
名

称
 

３
 

掘
削
 

増
掘
 

動
力

の
装

置
 

採
取
 

利
用
 

 
場
所
 

 

の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
に
つ
い
て
は
、
温
泉
法

 

 
第
６
条
第
１
項
 

第
７
条
第
１
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
１
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
１
項
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
１
項
 
 
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
承
認
し
ま
す
。
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
１
項
 

第
１
４
条
の
３
第
１
項
 

 
第
１
４
条
の
４
第
１
項
 

 
第
１
６
条
第
１
項
 

 
第
１
７
条
第
１
項
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

記
 

 

１
 
許
可
年
月
日
及
び
番
号
 

 

２
 
名
 
 
 
 
 
 
 
称
 

    
３

 
 
 
 
 
 
 
 
 
場
所
 

   

４
 
地

位
を

承
継

す
る

者
 
（
住
所
及
び
氏
名
、
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
 

所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
 

５
 
備
 
 
 
 
 
 
 
考
 

掘
 
 
 
削
 

増
 
 
 
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
 
 
 
取
 

利
 
 
 
用
 

 

の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
に
つ
い
て
は
、
温
泉
法

 

 
第
６
条
第
１
項
 

第
７
条
第
１
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
１
項
 

第
１
１
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
１
項
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
６
条
第
１
項
 
 
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
承
認
し
ま
す
。
 

第
１
１
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
７
条
第
１
項
 

第
１
４
条
の
３
第
１
項
 

 
第
１
４
条
の
４
第
１
項
 

 
第
１
６
条
第
１
項
 

 
第
１
７
条
第
１
項
 

 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
□印

 

 

記
 

 

１
 
許
可
年
月
日
及
び
番
号
 

 

２
 
名
 
 
 
 
 
 
 
称
 

    
３

 
 
 
 
 
 
 
 
 
場
所
 

   

４
 
地

位
を

承
継

す
る

者
 
（
住
所
及
び
氏
名
、
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
 

所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
）
 

５
 
備
 
 
 
 
 
 
 
考
 

掘
 
 
 
削
 

増
 
 
 
掘
 

動
力
の
装
置
 

採
 
 
 
取
 

利
 
 
 
用
 



第 八 号 様 式 及 び 第 八 号 様 式 の 二 （ 現 行 の と お り ）  第 八 号 様 式 及 び 第 八 号 様 式 の 二 （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第
８
号
様
式
の
３
（
第
８
条
の
３
関
係
）
 

(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

) 

第
 
 
 
 
 
号
 

可
燃

性
天

然
ガ

ス
濃

度
確

認
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
住
所
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
氏
名
) 

    
 

 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
下
記
の
温
泉
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て

は
、
温
泉
法
第
1
4
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

確
認
し
た
。
 

    
 

年
 

 
月

 
 
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京
都
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
 

  １
 
温

泉
の

名
称
 

  ２
 
温
泉
の
採
取
の
場
所
 

 

第
８
号
様
式
の
３
（
第
８
条
の
３
関
係
）
 

(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

) 

第
 
 
 
 
 
号
 

可
燃

性
天

然
ガ

ス
濃

度
確

認
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
住
所
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
氏
名
) 

    
 

 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
下
記
の
温
泉
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て

は
、
温
泉
法
第
1
4
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
を
超
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、

確
認
し
た
。
 

    
 

年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京
都
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
 

  １
 
温

泉
の

名
称
 

  ２
 
温
泉
の
採
取
の
場
所
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 八 号 様 式 の 五 か ら 第 九 号 様 式 ま で  （ 現 行 の と お り ）  第 八 号 様 式 の 五 か ら 第 九 号 様 式 ま で  （ 略 ）  

  

第
８
号
様
式
の
４
（
第
８
条
の
３
関
係
）
 

 
(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
) 

備
考
 
行
政
不
服
審
査
法
及
び
行
政
事
件
訴
訟
法
の
規
定
に
基
づ
く
教
示
の
文
の
標
準
を
定
め
る
規
則

(
平
成

1
6
年
東
京
都
規
則
第

3
45
号
)別

記
第
１
に
準
じ
た
教
示
の
文
を
付
す
こ
と
。
 

第
 
 
 
 
 
号
 

可
燃

性
天

然
ガ

ス
濃

度
不

確
認

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
住
所
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
氏
名
) 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
温
泉
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て
は
、
下

記
の
と
お
り
、
温
泉
法
第
1
4
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
条
第
２

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
 

   
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京
都
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
 

１
 
温

泉
の

名
称
 

  ２
 
温
泉
の
採
取
の
場
所
 

  ３
 
理

由
 

 

第
８
号
様
式
の
４
（
第
８
条
の
３
関
係
）
 

 
(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
) 

備
考
 
行
政
不
服
審
査
法
及
び
行
政
事
件
訴
訟
法
の
規
定
に
基
づ
く
教
示
の
文
の
標
準
を
定
め
る
規
則

(
平
成

1
6
年
東
京
都
規
則
第

3
45
号
)別

記
第
１
に
準
じ
た
教
示
の
文
を
付
す
こ
と
。
 

第
 
 
 
 
 
号
 

可
燃

性
天

然
ガ

ス
濃

度
不

確
認

通
知

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
住
所
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(
申
請
者
氏
名
) 

 
 

 
 

 
年

 
 
月
 

 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
温
泉
の
可
燃
性
天
然
ガ
ス
の
濃
度
に
つ
い
て
は
、
下

記
の
と
お
り
、
温
泉
法
第
1
4
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
条
第
２

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。
 

   
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東
京
都
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□印

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記
 

１
 
温

泉
の

名
称
 

  ２
 
温
泉
の
採
取
の
場
所
 

  ３
 
理

由
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
０
号
様
式
（
第

10
条
関
係
）
 

 

温
泉
成
分
分
析
機
関
登
録
証
明
書

 

   

(
申
請
者
住
所
)
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

(
申
請
者
氏
名
)
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
温
泉
法
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
登
録
し
た
こ
と
を
証
明

し
ま
す
。
 

   
 
 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

  

  

東
京
都
知
事
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

  

記
  

   
登

録
番

号
 

  
登

録
年

月
日

 
 
 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日

  

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
名

称
 

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
所
在
地
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
名

称
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
所
在
地
 

 
 

 
(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

)
  
 
 
  
 
  

第
１
０
号
様
式
（
第

10
条
関
係
）
 

 

温
泉
成
分
分
析
機
関
登
録
証
明
書

 

   

(
申
請
者
住
所
)
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

(
申
請
者
氏
名
)
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
温
泉
法
第
１
９
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
登
録
し
た
こ
と
を
証
明

し
ま
す
。
 

   
 
 
 

 
年

 
 
月
 

 
日

  

  

東
京
都
知
事
 

 
 
 
 
 
 

 
印
 

 
 
 
 
  
 

  

記
  

   
登

録
番

号
 

  
登

録
年

月
日

 
 
 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日

  

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
名

称
 

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
所
在
地
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
名

称
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
所
在
地
 

(
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番

) 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

第
１
１
号
様
式
（
第

10
条
関
係
）
 

(表
) 

 

温
泉
成
分
分
析
機
関
登
録
拒
否
通
知
書
 

 

 (
申
請
者
住
所
) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(申
請
者
氏
名
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
年

 
 
月

 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
登
録
に
つ
い
て

は
、
下
記
の
理
由
で
登
録
で
き
な
い
の
で
、
温
泉
法
第
１
９
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
通

知
し
ま
す
。
 

  
 
 
 

 年
 
 
月
 
 
日
 

 

東
京
都
知
事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

記
 

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
名
称
 

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
所
在
地
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
名
称
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
所
在
地
 

 

第
１
１
号
様
式
（
第

10
条
関
係
）
 

(表
) 

 

温
泉
成
分
分
析
機
関
登
録
拒
否
通
知
書
 

 

 (
申
請
者
住
所
) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(申
請
者
氏
名
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
年

 
 
月

 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
登
録
に
つ
い
て

は
、
下
記
の
理
由
で
登
録
で
き
な
い
の
で
、
温
泉
法
第
１
９
条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
き
通

知
し
ま
す
。
 

  
 
 
 

 年
 
 
月
 

 
日
 

 

東
京
都
知
事
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

 

記
 

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
名
称
 

  
温
泉
成
分
分
析
機
関
の
所
在
地
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
名
称
 

  
温
泉
成
分
分
析
施
設
の
所
在
地
 

 



第 十 一 号 様 式  （ 現 行 の と お り ）  第 十 一 号 様 式  （ 略 ）  

  

 


